
フレンドリー敷地内で行われた「フレンドリーまつり」

「
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」

【
市
か
ら
の
説
明
】
平
成
24
年

度
か
ら
26
年
度
ま
で
の
都
市
計

画
税
の
税
率
を
100
分
の
０
・
27

に
軽
減
し
て
い
た
が
、
特
例
措

置
が
終
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

引
き
続
き
当
該
特
例
措
置
を
平

成
27
年
度
か
ら
29
年
度
ま
で
適

用
す
る
た
め
、
都
市
計
画
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
都
市
計
画
税
の
使
い
道
は
。

答　
こ
こ
３
年
間
で
の
主
な
事

業
は
、
都
市
計
画
道
路
３
・

４
・
15
号
線
、
３
・
４
・
21
号

線
、
３
・
５
・
10
号
線
の
整
備
、

下
保
谷
森
林
公
園
の
整
備
等
で

あ
る
。

問　
都
市
計
画
税
の
都
市
計
画

事
業
に
対
す
る
充
当
割
合
が
、

平
成
22
年
、
23
年
が
60
％
台
、

24
年
、
25
年
が
80
％
台
、
26
年

は
90
％
台
と
大
き
く
変
化
し
て

い
る
要
因
は
。

答　
平
成
22
年
度
に
新
市
建
設

計
画
の
再
開
発
事
業
の
終
了
、

都
市
計
画
事
業
の
財
源
と
し
て

活
用
し
て
き
た
合
併
特
例
債
な

ど
の
償
還
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ

り
、
充
当
割
合
が
増
え
て
き
て

い
る
。

問　
多
摩
26
市
の
都
市
計
画
税

の
充
当
割
合
は
。

答　
50
％
台
が
３
団
体
、
60
％

台
が
２
団
体
、
70
％
台
が
３
団

体
、
80
％
台
が
６
団
体
、
90
％

台
が
８
団
体
、
100
％
以
上
が
４

団
体
と
な
っ
て
い
る
。

問　
市
税
に
お
い
て
、
目
的
税

は
都
市
計
画
税
だ
け
な
の
か
。

答　
都
市
計
画
税
は
市
の
唯
一

の
目
的
税
で
あ
る
。

※

議
案
の
質
疑
終
了
後
、
委
員

か
ら
修
正
案
の
提
案
が
あ
り
、

以
後
は
そ
の
内
容
で
す
。

【
修
正
案
の
説
明
】
都
市
計
画

税
は
目
的
税
で
あ
り
、
そ
の
趣

旨
に
沿
っ
て
判
断
を
す
べ
き
で

あ
る
。
平
成
27
年
度
か
ら
の
３

年
間
は
、
都
市
計
画
事
業
の
状

況
を
踏
ま
え
、
提
案
さ
れ
た
税

率
100
分
の
０
・
27
を
100
分
の

０
・
25
と
し
、
期
間
は
平
成
27

年
度
か
ら
29
年
度
と
す
る
修
正

案
を
提
出
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
100
分
の
０
・
25
の
充
当
割

合
は
60
％
台
、
100
分
の
０
・
27

の
充
当
割
合
は
80
％
台
ま
で
回

復
し
て
い
る
。
０
・
25
と
す
れ

ば
一
般
財
源
相
当
の
負
担
額
が

膨
ら
ん
で
い
く
と
考
え
る
が
。

答　
修
正
案
で
100
分
の
０
・
25

に
引
き
下
げ
た
場
合
で
も
、
充

当
割
合
は
80
％
台
半
ば
を
維
持

で
き
る
と
認
識
を
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
多
額
な
一
般
財
源

の
投
入
は
な
い
。

問　
減
税
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く

り
が
後
退
す
る
と
の
認
識
は
。

答　
提
案
は
、
平
成
27
年
度
か

「
谷
戸
新
道
の
西
武
バ
ス
停
に

屋
根
と
ベ
ン
チ
の
設
置
を
市
と

し
て
、
西
武
バ
ス
に
要
望
す
る

こ
と
に
関
す
る
陳
情
」

【
趣
旨
】
谷
戸
新
道
に
あ
る
バ

ス
停
に
、
屋
根
や
ベ
ン
チ
を
設

置
す
る
よ
う
西
武
バ
ス
に
要
望

す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
。

【
市
か
ら
の
説
明
】
谷
戸
新
道

に
あ
る
バ
ス
停
の
う
ち
、
屋
根

や
ベ
ン
チ
が
あ
る
バ
ス
停
は
３

カ
所
で
あ
る
。
西
武
バ
ス
に
は

今
回
こ
の
よ
う
な
陳
情
が
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
た
。

【
主
な
質
疑
】

問　
現
在
あ
る
３
カ
所
の
屋
根

や
ベ
ン
チ
の
設
置
者
は
。

答　
全
て
西
武
バ
ス
が
整
備
し

て
い
る
。

問　
バ
ス
事
業
者
か
ら
ベ
ン
チ

等
の
設
置
希
望
が
あ
っ
た
場
合
、

市
は
許
可
す
る
の
か
。

答　
市
道
の
場
合
は
、
西
東
京

市
市
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準

を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
判
断

す
る
。
今
回
の
陳
情
に
あ
る
谷

戸
新
道
は
都
道
で
あ
る
た
め
、

東
京
都
が
都
の
基
準
に
基
づ
き

許
可
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

問　
ベ
ン
チ
等
の
設
置
に
つ
い

て
の
陳
情
や
要
望
が
市
に
あ
っ

た
場
合
の
対
応
は
。

答　
内
容
を
全
て
バ
ス
事
業
者

に
伝
え
て
い
る
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
で
採
択

「
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」

【
市
か
ら
の
説
明
】
障
害
者
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー
（
フ
レ
ン
ド

リ
ー
）
を
よ
り
効
果
的
か
つ
効

率
的
に
運
営
し
、
一
層
の
サ
ー

ビ
ス
向
上
を
目
指
す
た
め
、
現

在
の
運
営
形
態
で
あ
る
業
務
委

託
か
ら
指
定
管
理
者
に
よ
る
運

営
に
移
行
す
る
た
め
、
条
例
を

改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
指
定
管
理
に
な
る
メ
リ
ッ

ト
と
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答　
現
在
は
事
業
所
ご
と
に
事

業
を
行
っ
て
い
る
が
、
一
法
人

に
よ
る
一
体
的
な
運
営
が
可
能

に
な
れ
ば
、
効
率
的
に
な
る
と

期
待
す
る
。
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
想
定

さ
れ
る
が
、
市
が
サ
ポ
ー
ト
し
、

低
下
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。

問　
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
え

ぽ
っ
く
）
と
の
連
携
体
制
は
ど

う
す
る
の
か
。

答　
指
定
管
理
者
に
移
行
し
て

も
、
最
終
的
に
は
市
が
責
任
を

持
つ
。
え
ぽ
っ
く
は
、
今
後
、

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
、
知
的
障
害
者
の
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
も
設
置
す
る

予
定
。

問　
田
無
特
別
支
援
学
校
と
の

連
携
は
。

答　
同
学
校
の
生
徒
が
、
フ
レ

ン
ド
リ
ー
で
清
掃
の
校
外
学
習

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
都
の

事
業
と
し
て
、
近
隣
の
特
別
支

援
学
校
と
連
携
し
、
子
ど
も
の

作
品
、
農
作
物
を
紹
介
、
販
売

す
る
企
画
を
行
っ
て
い
る
。

問　
参
入
事
業
者
の
見
通
し
は
。

答　
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
セ
ン

タ
ー
に
参
入
事
業
者
が
あ
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
一
番
不
安
な

部
分
だ
。
社
会
福
祉
施
設
等
に

で
き
る
限
り
情
報
を
出
し
て
喚

起
す
る
。

問　
今
後
の
指
定
管
理
の
導
入

で
、
現
在
の
職
員
が
新
し
く
か

わ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

答　
事
業
者
が
決
ま
ら
な
い
と

わ
か
ら
な
い
が
、
か
わ
る
可
能

性
は
あ
る
。
引
き
継
ぎ
は
配
慮

し
て
い
き
た
い
。

問　
基
幹
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
の
役
割
が
大
き

い
と
思
う
が
、
具
体
的

な
役
割
は
。

答　
同
セ
ン
タ
ー
は
、

障
害
者
総
合
支
援
法
に

基
づ
く
。
指
定
管
理
移

行
後
、
障
害
福
祉
課
に

同
セ
ン
タ
ー
を
置
く
方

向
で
検
討
し
て
い
る
。

地
域
の
各
相
談
資
源
の

集
約
と
、
福
祉
事
務
所

と
し
て
の
役
割
を
持
つ
。

【
結
果
】  

賛
成
全
員

で
可
決

ら
29
年
度
ま
で
の
３
カ
年
で
あ

る
。
こ
の
３
カ
年
で
は
、
事
業

の
後
退
と
い
う
認
識
は
持
っ
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
30
年
度
以

降
は
、
改
め
て
都
市
計
画
税
の

税
率
を
検
討
す
べ
き
と
の
認
識

を
持
っ
て
い
る
。

【
結
果
】
税
率
を
100
分
の
０
・

25
に
引
き
下
げ
る
と
し
た
修
正

案
を
賛
成
多
数
で
可
決

①
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
」

②
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
」

③
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
」

【
市
か
ら
の
説
明
】

（
①
〜
③
共
通
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
、
児

童
福
祉
法
に
よ
り
、
市
町
村
に

お
け
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
、

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
子
ど

も
・
子
育
て
審
議
会
に
諮
問
を

行
い
、
答
申
の
と
お
り
作
成
し

た
。

①
施
設
型
給
付
費
及
び
地
域
型

保
育
給
付
費
等
の
支
給
対
象
の

基
準
を
定
め
る
も
の
。

②
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可

の
基
準
を
定
め
る
も
の
。

③
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
基
準
を
定
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
審
議
会
で
、
既
存
と
新
規

の
認
可
保
育
所
は
、
同
じ
サ
ー

ビ
ス
、
条
件
で
あ
る
べ
き
と
述

べ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
後
保
育

の
質
を
ど
う
担
保
す
る
の
か
。

答　
既
存
施
設
を
現
状
維
持
す

る
方
針
の
一
方
、
新
規
施
設
は
、

新
基
準
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。

条
例
で
事
前
に
ハ
ー
ド
ル
を
上

げ
ず
、
国
基
準
で
ス
タ
ー
ト
し
、

今
後
、
市
の
財
政
状
況
等
も
勘

案
し
て
、
質
の
向
上
を
図
っ
て

い
き
た
い
。

問　
条
例
制
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
の
か
。

答　
条
例
化
が
９
月
で
な
け
れ

ば
、
来
年
度
の
入
園
手
続
に
間

に
合
わ
な
い
。
し
か
し
、
国
の

政
省
令
が
３
月
中
に
出
ず
、
５

月
に
な
っ
た
。

問　
審
議
会
の
答
申
の
付
言
に

ど
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
か
。

答　
「
幼
稚
園
も
保
育
園
も
、

新
制
度
に
移
行
し
な
い
幼
稚
園

も
同
じ
待
遇
に
。
」
「
既
存
認

可
保
育
所
の
保
育
内
容
が
現
行

ど
お
り
と
な
り
安
心
だ
。
」

「
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
小
規

模
保
育
事
業
Ｂ
型
の
職
員
の
資

格
所
持
率
５
割
以
上
の
案
に
つ

い
て
、
現
行
認
証
保
育
所
基
準

の
６
割
と
同
様
に
し
て
は
。
」

「
保
育
料
が
上
が
る
一
方
、
質

が
低
下
し
な
い
よ
う
に
。
」

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
つ
い
て
、
国
基
準
を
上
回
る

現
行
内
容
の
維
持
。
」
と
い
っ

た
意
見
が
あ
っ
た
。

問　
既
存
と
新
規
の
事
業
者
で

基
準
が
異
な
る
が
、
こ
の
違
い

を
ど
う
考
え
る
の
か
。
ま
た
、

子
ど
も
の
数
が
増
え
る
と
、
安

全
面
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
等
、

リ
ス
ク
が
生
じ
な
い
の
か
。
障

害
児
の
い
る
園
へ
の
職
員
加
配

は
。

答　
基
準
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

実
施
主
体
に
よ
り
多
様
な
施
設

が
で
き
る
こ
と
も
必
要
と
考
え

る
。
安
全
面
は
、
最
低
基
準
に

基
づ
く
人
数
配
置
が
す
な
わ
ち

安
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
加
配
は
、
新
制
度
の
国

の
基
本
的
な
考
え
方
の
中
で
調

整
さ
れ
て
い
る
。

問　
今
後
の
保
護
者
意
見
の
聴

取
は
。

答　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
、
次
期
ワ
イ
ワ
イ
プ
ラ
ン

等
は
、
保
護
者
等
の
声
を
聞
き
、

策
定
す
る
の
が
基
本
。
ま
た
、

情
報
発
信
に
も
努
め
て
い
く
。

問　
学
童
ク
ラ
ブ
の
面
積
数
に

つ
い
て
市
内
に
確
保
で
き
て
い

な
い
ク
ラ
ブ
が
あ
る
の
か
。

答　
児
童
１
人
当
た
り
の
占
用

面
積
に
つ
い
て
、
現
在
運
営
し

て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
本
条
例

の
基
準
を
下
回
る
施
設
は
な
い
。

【
結
果
】
３
議
案
と
も
賛
成
多

数
で
可
決

委員会の審査から

企
画
総
務
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

委
員
会
の
審
査
か
ら

議
案
や
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、
原
則

と
し
て
所
管
の
常
任
委
員
会
等
で
審
査
を
行
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
第
３
回
定
例
会
に
お
け
る
各
委
員
会
で
の
主
な
審
査

内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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